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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インソール（１６０）を製造するための半製品（１００）であって、
　靴の外形に対応した弾性発泡材料層から構成されており、
　その上側において、半製品（１００）の基底面（１１０）から始まる、一体的に形成さ
れた複数の隆起部分（１２０）を有しており、
　隆起部分（１２０）は同様に、足の裏の反射ゾーンにおいて同一の弾性発泡材料から構
成されており、
　少なくとも、大きな足指のつま先をマッサージする隆起部分（１２０）は、複数のマッ
サージ端部を形成する、少なくとも１つの中心に位置する上昇部および周辺部に位置する
上昇部（１２２）を備えることを特徴とする、半製品（１００）。
【請求項２】
　少なくとも１つの中心に位置する上昇部（１２１）および周辺部に位置する上昇部（１
２２）の両方は、ベースソールから始まり、１つの平坦な隆起部分（１２０）に通じてい
る、傾斜状の横方向傾斜部（１２３）を有することを特徴とする、請求項１に記載の半製
品（１００）。
【請求項３】
　基底面（１１０）の法線から測定されるとき、横方向傾斜部（１２３）は、３０～６０
°の角度θを有することを特徴とする、請求項１または２に記載の半製品（１００）。
【請求項４】
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　互いに隣接して配置された、少なくとも１つの中心に位置する上昇部（１２１）および
少なくとも１つの周辺部に位置する上昇部（１２２）が、少なくとも１つの対応する凹部
（１２７）を形成することを特徴とする、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の半製品
（１００）。
【請求項５】
　大きい足指のつま先をマッサージする隆起部分（１２０）のみが、少なくとも１つの周
辺部に位置する上昇部（１２２）を有することを特徴とする、請求項１に記載の半製品（
１００）。
【請求項６】
　さらに、太陽神経叢をマッサージするために用いられる隆起部分（１２０）が、少なく
とも１つの周辺部に位置する上昇部（１２２）を有することを特徴とする、請求項５に記
載の半製品（１００）。
【請求項７】
　請求項１乃至７のいずれか一項に記載の半製品（１００）から製造されるインソールま
たは靴インサート（１６０）であって、
　半製品（１００）の発泡材料層が、カバー層（１５０）と支持層（１９０）との間にマ
ッサージ層として配置されていることを特徴とする、インソールまたは靴インサート（１
６０）。
【請求項８】
　カバー層（１５０）が、レザーまたは織物材料から構成されていることを特徴とする、
請求項７に記載のインソールまたは靴インサート（１６０）。
【請求項９】
　支持層（１９０）が、セルロースベースの材料またはプラスチックから製造されている
ことを特徴とする、請求項７に記載のインソールまたは靴インサート（１６０）。
【請求項１０】
　カバー層（１５０）が、広範囲にわたって半製品（１００）の輪郭に追従するマッサー
ジ層として連結されていることを特徴とする、請求項７に記載のインソールまたは靴イン
サート（１６０）。
【請求項１１】
　カバー層（１５０）が、隆起部分の外側の輪郭にのみ追従し、かつ、中心に位置する上
昇部と、空洞部を空いたままとしている少なくとも１つの周辺部に位置する上昇部との間
の中間にある空間の橋渡しをしていることを特徴とする、請求項７に記載のインソールま
たは靴インサート（１６０）。
【請求項１２】
　マッサージ層の弾性発泡材料は、カバー層（１５０）を有するインソール（１６０）の
硬度が２５°よりも大きいショアＡ硬度を有するよう、２５°よりも小さいショアＡ硬度
を有していることを特徴とする、請求項７に記載のインソールまたは靴インサート（１６
０）。
【請求項１３】
　マッサージ層の弾性発泡材料は、１０～２０°のショアＡ硬度を有していることを特徴
とする、請求項１２に記載のインソールまたは靴インサート（１６０）。
【請求項１４】
　カバー層を有するインソール（１６０）の硬度は、３０～４０°のショアＡ硬度を有し
ていることを特徴とする、請求項１２に記載のインソールまたは靴インサート（１６０）
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インソールを製造するための半製品であって、靴の外形に対応した弾性発泡
材料層から構成された半製品に関する。足の裏の反射ゾーンにおいて、半製品は、その上
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側に、基底面から始まる一体的に形成された複数の隆起部分を有しており、隆起部分は同
様に同一の弾性発泡材料から構成されている。本発明はまた、本発明による半製品を用い
て製造されるインソールまたは靴インサートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　用語「インソールの半製品」は、ここでは、靴の外形に対応した様々なベース材料であ
り、少なくともカバー層とともに提供された場合に、必要なかたさを有するインソールを
形成するものとして理解される。
【０００３】
　「インソール」という用語は、ここでは、一方では、靴底に強固に結合されたインソー
ルとして理解され、また、靴インサートとしても呼ばれる、靴底の上にゆるく配置された
ソール（ｓｏｌｅ）とも理解される。
【０００４】
　反射ゾーンのマッサージに適切なものとなっている隆起部分を有するインソールが、様
々な形態で知られている。これらのインソールの大多数は、表面全域にわたって配置され
た、こぶ状の支持面を有している。インソールの表面構造は、こぶ全体によって形成され
ている。このタイプのインソールが、例えば、ＥＰ０２２５２８５（特許文献１）および
ＵＳ４７６０６５５（特許文献２）において開示されている。特許文献２においては、Ｃ
Ｈ６８６０６２（特許文献３）のように、こぶの高さが、靴インサートの全領域にわたっ
て同一のままとなるよう構成されているが、その他のインソール、例えば、ＷＯ８５／０
４７８６（特許文献４）によるインソールなどは、高さが変化し、従って事実上靴の中底
を形成するこぶを用いて構成されている。このタイプのインソールは、足の裏における過
剰刺激をもたらし、この結果、所望の足の反射ゾーンのマッサージが所望の効果をもはや
示さないという可能性がある。反対に、過剰刺激は、神経経路の遮断および有害な結果を
導き得る。正確に言えば、対応する供給業者は、そのような靴がたった１－２時間ですり
減らされるだけであろうということを指摘する。
【０００５】
　２つの製造原理が、弾性発泡材料からなる隆起部分を有するインソールの製造に関して
知られている。一の事例では、硬い基底層が開始点とされ、そして、クッション状の隆起
部分がその上に接着される。これは、極端に複雑で高価な製造方法である。この製造方法
は、例えば、上述の特許文献２から知られている。隆起部分が依然として関係するマッサ
ージ効果を有するようにするため、隆起部分は、基底面に対して比較的強固に突出してい
る必要がある。その上に適用され、インソール全体にわたって延びるこぶ付カバー層の結
果として、実際、マッサージが、上昇領域の場合よりも、硬質の非上昇領域において、不
快により強く知覚される。
【０００６】
　ＤＥ９００２９６２．３（特許文献５）からは、請求項１のプリアンブルを形成するイ
ンソールが知られている。この事例において、基底層および隆起部分は、３０～４５°の
ショアＡ硬度を有する発泡材料から一体的に均一に製造される。このインソールは、好ま
しくは、プラスチックから製造される。それは、靴インソールとしても、またインソール
としても設計され得る。この既知のインソールにおいて、基底層および隆起部分の両方は
、好ましくは合成材料から構成されている。天然物としてのラテックス（Ｌａｔｅｘ）は
、古典的には、１０～２０°のショアＡ硬度を有している。より高い硬度が確実に設定さ
れ得るが、一方では、このことが製品を高価にし、他方では、添加物が部分的には生理的
に不快なものとなっている。
【０００７】
　請求項１のプリアンブルを形成するインソールは、ＥＰ１２４５１６７（特許文献６）
からも知られている。この事例において、内側のソールは、基底層およびカバー層の両方
を備えており、ここでカバー層は、基底層上に配置されている。基底層は、好ましくは１
０～２０°のショアＡ硬度を有する発泡材料層から構成されている。カバー層とともに、
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インソールは、３０～４０°のショアＡ硬度を有している。インソールの個々の隆起部分
は、従って、歩いている間、穏やかな、かつ効果的な足の反射ゾーンのマッサージを与え
、ここで、硬質の衝撃が吸収され、結果として、低減された強度で、反射ゾーンのマッサ
ージ点を介して足の裏に伝達される。反射ゾーンの領域におけるインソールの隆起部分は
、最適なマッサージ効果がもたらされるように適合されるべきである。特に、効果的なマ
ッサージ効果は、隆起部分の端部が足の反射ゾーンに作用する場合に達成される。しかし
ながら、各々の足の生体構造はそれぞれ異なっており、また特に、例えば、インソールに
対して大きい足指のつま先の位置は本質的に人毎に変化し得るので、有効なマッサージ効
果がすべての人には確保されない。
【０００８】
　対応するつま先配置の場合にマッサージをもたらすための、例えば隆起部分の直径にお
ける単なる横方向の拡大による端部の再配置は、常には可能ではない。なぜなら、これに
よって靴の内部が限定され、これに対応して着用者にとって不快なものとなるからである
。さらに、単に様々な足の生体構造の選択だけのために対応して成形された隆起部分を有
するインソールを製造することは、困難かつコストがかさむ、ということがわかるであろ
う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】ＥＰ０２２５２８５
【特許文献２】ＵＳ４７６０６５５
【特許文献３】ＣＨ６８６０６２
【特許文献４】ＷＯ８５／０４７８６
【特許文献５】ＤＥ９００２９６２．３
【特許文献６】ＥＰ１２４５１６７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従って、本発明の課題は、異なった足の生体構造を有する各事例においてさえも、確実
な有効なマッサージ効果を確保するインソールを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この課題は、請求項１の特徴を有するインソールによって達成される。足の裏の反射ゾ
ーンの領域の少なくとも１つの隆起部分における、少なくとも１つの中央部および周辺部
に位置する上昇部により、この領域は複数の端部を有しており、複数の端部のうち少なく
とも１つの端部は、歩いている間に指圧療法の方法で足の反射ゾーンに作用する。このこ
とはまた、中底を有する靴への適用も可能にし、従って、反射ゾーンの中底を用いた保護
を形成する。
【００１２】
　更なる有利な形態が、従属請求項およびその作用様式から導き出され、また、以下の記
載から意味が説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、先端領域および感覚器官に影響を及ぼすのに適した構成における、足の
裏の反射ゾーンの領域の隆起部分を有する、本発明による半製品を示す図。
【図２】図２は、本発明による隆起部分の拡大図および線Ａ－Ａに沿っての隆起部分の対
応する縦断面図。
【図３】図３は、対応する器官または身体の部分に作用するための異なる反射ゾーンに特
に影響を及ぼす、異なった形状の隆起部分を有する半製品の断面を示す図。
【図４】図４は、対応する器官または身体の部分に作用するための異なる反射ゾーンに特
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に影響を及ぼす、異なった形状の隆起部分を有する半製品の断面を示す図。
【図５】図５は、対応する器官または身体の部分に作用するための異なる反射ゾーンに特
に影響を及ぼす、異なった形状の隆起部分を有する半製品の断面を示す図。
【図６】図６は、対応する器官または身体の部分に作用するための異なる反射ゾーンに特
に影響を及ぼす、異なった形状の隆起部分を有する半製品の断面を示す図。
【図７】図７は、本発明の対応する形態における靴インサートまたはインソールとしての
、カバー層を有する半製品を示す拡大横断面図。
【図８】図８は、本発明の対応する形態における靴インサートまたはインソールとしての
、カバー層を有する半製品を示す拡大横断面図。
【図９】図９は、対応する器官および／または身体の領域に作用するための異なる反射ゾ
ーンに特に影響を及ぼす、異なった隆起部分の構成を有する半製品または靴インサートま
たはインソールを示す図。
【図１０】図１０は、対応する器官および／または身体の領域に作用するための異なる反
射ゾーンに特に影響を及ぼす、異なった隆起部分の構成を有する半製品または靴インサー
トまたはインソールを示す図。
【図１１】図１１は、対応する器官および／または身体の領域に作用するための異なる反
射ゾーンに特に影響を及ぼす、異なった隆起部分の構成を有する半製品または靴インサー
トまたはインソールを示す図。
【図１２】図１２は、対応する器官および／または身体の領域に作用するための異なる反
射ゾーンに特に影響を及ぼす、異なった隆起部分の構成を有する半製品または靴インサー
トまたはインソールを示す図。
【図１３】図１３は、対応する器官および／または身体の領域に作用するための異なる反
射ゾーンに特に影響を及ぼす、異なった隆起部分の構成を有する半製品または靴インサー
トまたはインソールを示す図。
【図１４】図１４は、対応する器官および／または身体の領域に作用するための異なる反
射ゾーンに特に影響を及ぼす、異なった隆起部分の構成を有する半製品または靴インサー
トまたはインソールを示す図。
【図１５】図１５は、対応する器官および／または身体の領域に作用するための異なる反
射ゾーンに特に影響を及ぼす、異なった隆起部分の構成を有する半製品または靴インサー
トまたはインソールを示す図。
【図１６】図１６は、対応する器官および／または身体の領域に作用するための異なる反
射ゾーンに特に影響を及ぼす、対応する隆起部分の構成を有する半製品または靴インサー
トの特に好ましい形態を示す図。
【図１７】図１７は、図１６の靴インサートまたはインソールを示す側面図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の主題による好ましい例示的な形態が、図に示され、かつ以下に詳細に説明され
る。
【００１５】
　参照符号１００は、半製品全体を示しており、半製品は、基本的に平坦な基底面１１０
を有している。基底面１１０の上には、隆起部分１２０が、反射ゾーンの形態で配置され
ている。隆起部分１２０は、基底面１１０と一体的に製造され得る。半製品１００は従っ
て、同一の弾性発泡材料、例えばラテックス（ｌａｔｅｘ）またはプラスチックから一体
形（ワンピース）で構成され得る。
【００１６】
　本発明の一形態において、例えば、つま先の領域における隆起部分１２０は、少なくと
も１つの中心に位置する上昇部１２１と、少なくとも１つの周辺部に位置する上昇部１２
２と、を有している、以下の議論を簡易化するため、本発明の形態は、つま先の領域にお
ける隆起部分１２０との関係においてのみ説明される。なぜなら、当初述べたように、イ
ンソールに対するつま先の位置は、人によって相当に本質的に変化し得るからである。し
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かしながら、このことは限定的に解釈されるべきではなく、単に一例として解釈されるべ
きである。本発明の形態は、従って、追加として、または代替として、反射ゾーンのその
他の領域、例えば、太陽神経叢（ｓｏｌａｒ ｐｌｅｘｕｓ）の領域において利用され得
る。上述のような中心に位置する上昇部および周辺部に位置する上昇部を有さない単純な
隆起部分は、例えばＥＰ１２４５１６７において記載されており、参照符号１３０で示さ
れている。
【００１７】
　少なくとも１つの中心に位置する上昇部１２１および少なくとも１つの周辺部に位置す
る上昇部１２２は、これらが各々、ベースソール１１０から始まる傾斜状の横方向傾斜部
１２３を有するよう構成されている。傾斜部１２３は、上昇部１２１および１２２の平坦
面１２４に通じている。ここで、傾斜部１２３はそれぞれ、平坦面１２４の周りで延びて
いる。この構成のスタイルは、歩行中にインソールが反射ゾーンをマッサージするのに役
立つというだけでなく、その他の状態において指圧療法効果を達成する、という効果を有
し得る。指圧療法効果は、比較的穏やかに作用する。本発明の一形態において、基底面１
１０の法線Ｎから測定されるとき、横方向傾斜部１２３は、３０～６０°の角度θを有し
ている。
【００１８】
　少なくとも１つの中心に位置する上昇部１２１および少なくとも１つの周辺部に位置す
る上昇部１２２は、反射ゾーンの隆起部分１２０の領域において、複数の上昇したマッサ
ージ端部１２６および凹部１２７を形成する。これら複数のマッサージ端部１２６は、隆
起部分１２０上の様々な位置において、つま先についての指圧効果をもたらす。一般に、
全ての隆起部分１２０および１３０は、基底面１１０の上側において、同一の程度で上方
に突出している。
【００１９】
　中心に位置する上昇部１２１は単に円形の形状（例えば、こぶ）を有する必要は全くな
く、図７－１０に示されているように、その他の形態を有することができる。例えば、長
方形状に、または横方向に延びていてもよい。線形の隆起部分１３０が、例えば、少なく
ともほぼ同一の高さで延びる先端ラインを構成していてもよい。特に、隆起部分１２０は
、図７－９に示されているように、順に異なった外形を有することができる複数の中心に
位置する上昇部１２１を有することができる。
【００２０】
　図５に示されているように、少なくとも1つの周辺部に位置する上昇部１２２は、閉鎖
態様または開放態様の両方で、少なくとも１つの中心に位置する上昇部１２１の周りで延
びていてもよい。
【００２１】
　上述の半製品は、インソールまたは靴インサートを与えるためのさらなる処理のために
用いられる。これらは、少なくとも３つの層から構成されている。すなわち、発泡材料、
とりわけ半製品１００として上述されたラテックスまたはプラスチックから構成される柔
軟なマッサージ層１００、並びに、上側カバー層１５０および下側支持層１９０から構成
されている。これらの３つの層は、対応するラミネート加工またはその他のタイプの接着
結合によって互いに接合されている。
【００２２】
　材料の選択は、通常のとおりである。従って、カバー層は、好ましくは、レザーまたは
織物などの通気性のある材料から構成されている。より適度な値段での解決策のため、人
工レザーもまたカバー層として好ましく用いられる。
【００２３】
　支持層は、複数の機能を果たすことができる。マッサージ層は、必ずしも磨耗に耐える
ものではなく、従ってマッサージ層は保護される必要がある。カバー層は、この機能を果
たす。同時に、カバー層は、衝撃吸収効果を有すること、蒸気に対する通気性があること
、熱断熱効果を有することなどのさらなる機能を果たすことができる。これらの機能は、
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靴産業のための市場において利用可能な、様々なプラスチック材料またはセルロースベー
スのフィルム（例えば、商品名テクソン（Ｔｅｘｏｎ））によって果たされる。
【００２４】
　図７に示されているように、隆起部分１２０は、例えば、カバー層１５０に完全に設け
られ、表面全域にわたって接着的に結合されていてもよい。この場合、カバー層１５０は
完全に、マッサージ層または半製品の輪郭に追従する。
【００２５】
　図８は、少なくとも１つの空洞部がカバー層１５０と少なくとも１つの凹部１２７との
間に形成されるよう、カバー層１５０が隆起部分１２０の上方で連続的に平坦に配置され
る、本発明の一形態を示している。カバー層１５０は、従って、隆起部分の最も外側の輪
郭にのみ追従し、中間にある凹部の輪郭には追従しない。このことは、マッサージ層の上
における、または半製品の上におけるせん断運動を低減し、これによって、マッサージ効
果を低減させることなく、完成品、すなわちインソールまたは靴インサートの寿命を増大
させる。
【００２６】
　本発明の好ましい一形態において、半製品１００の弾性発泡材料は、カバー層１５０を
有するインソールまたは靴インサートの硬度が２５°よりも大きいショアＡ硬度、とりわ
け３０～４０°のショアＡ硬度を有するよう、２５°よりも小さいショアＡ硬度、とりわ
け、１０～２０°のショアＡ硬度を有している。
【００２７】
　図９－１６は、異なる形態の隆起部分１２０を有するインソールまたは靴インサートを
示している。配置および形状に応じて、身体の様々な器官および部分が一緒に刺激され得
る。とりわけ好ましいものは、本質的にそれ自体は“５点”または“５ゾーン”ソールと
して知られている、図１６に示されている形態である。そのようなソールは、健康におけ
る一般的な感覚を改善することに役立ち、また、大抵の人に対して適用可能なものとなっ
ている。図１６は、一方では、インソールまたは靴インサート１６０の外形およびその上
に投影された足を示している。踵の点は、靴の形状によって固定されており、従って変化
しないが、その他の点は、ある程度、それらの位置に関して変化され得る。
【００２８】
　つま先の点は、位置が最も積極的に変化可能である。人によって、大きなつま先が、大
なり小なり突出しており、または、内側に傾斜して延びている。隆起部分１２０の端部は
、刺激のために効果的であるので、本発明による隆起部分１２０’の形態の結果として、
とりわけ大きなつま先にとって、隆起部分１２０’の領域全体にわたって分布した、中心
に位置する上昇部１２１および周辺部に位置する上昇部１２２を有する複数の効果的な上
側マッサージ端部１２６が形成される。ここで、上側マッサージ端部１２６の少なくとも
いくつかは、大きなつま先の走行方向にはほぼ無関係に効果的なものとなっている。
【００２９】
　大きなつま先のためのマッサージゾーンに加えて、隆起部分はまた、その他のマッサー
ジゾーンと同様に構成され得る。とりわけ、太陽神経叢を刺激するための隆起部分１２０
”がここで考慮される。この隆起部分は、図１６において１２０’で描かれているが、簡
単のため、従来どおり構成された隆起部分として図において示されている。
【００３０】
　図１６によるインソールまたは靴インサートは、図１７において側面から視認される。
刺激を増加させるため、横方向の傾斜部は、とりわけ本発明によって構成された隆起部分
１２０において、従来構成されている隆起部分よりも険しい傾斜を基底面１１０に対して
有している。従来の隆起部分１２０における隆起部分の横方向の端部の傾斜部は、好まし
くは、約４５°の傾斜角度を有している。周辺部に位置する上昇部１２２の傾斜部は、８
０°の傾斜角度を有しているが、一方、中心に位置する上昇部１２１の傾斜角度は７５°
となっている。これらの傾斜部は、好ましい詳細であり、ラミネート加工されていない半
製品１００において実現されるものとして、上述の傾斜部に関係している。これらの傾斜
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角度は、ある程度、上側カバー層１５０をラミネート加工した後に自動的に変更され、ま
た通常はある程度平坦なものとなっている。所定の着用期間の後、これは再び変化するで
あろう。とりわけ、険しい傾斜角度の場合、しわが生じ得る。しかしながら、このことは
全く不都合なことではなく、さらに増加された刺激を導く。
【符号の説明】
【００３１】
　１００　半製品
　１１０　基底面
　１２０　隆起部分
　１２１　中心に位置する上昇部
　１２２　周辺部に位置する上昇部
　１２３　横方向の傾斜部
　１２４　平坦面
　１２６　上昇したマッサージ端部
　１２７　凹部
　１３０　線形な隆起部分
　１５０　上側カバー層
　１６０　インソールまたは靴インサート
　１９０　上側支持層
　Ｆ　　　足の外形

【図１】

【図２】

【図３】
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【図１２】

【図１３】
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